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【別紙２】 

審査の結果の要旨 

氏名 鄭方婷 

 

 本論文は、「レジーム・コンプレックス」という分析概念を手懸かりに、国際気候変動

レジームに関する多国間交渉の変遷とその理論的含意を分析したものである。気候変動問

題に関する国際的取り組みとしては、1992年採択の国連気候変動枠組条約があり、そのな

かで中核となる温室効果ガス（GHGs）排出削減問題に関して、排出削減義務を定めた京

都議定書が 1997年に合意され、2005年に発効したことは周知の通りである。この京都議

定書の第一約束期間は 2012年末に終了することになっていたため、既に 2000年代の中ご

ろから、その後継レジームについての議論が始まった。しかし、2009年のコペンハーゲン

会議（COP15）における多国間調整が不調に終わったため、世界的に気候変動交渉の将来

について悲観論が拡がった。本論文は、この「ポスト京都議定書」レジームの在り方をめ

ぐる多国間交渉に焦点を当て、主要国の交渉姿勢の変遷とそれに伴うレジームの進展を克

明に追跡した。そのことを通して、交渉のフォーラム（場）の増大と複雑化が―即ち、レ

ジーム・コンプレックスの拡大が―どのような要因のもとでポスト京都交渉において、肯

定的・機能的な結果をもたらしたかを解明している。 

 

以下が、本論文の要旨である。 

序章で、本論文の問題意識と主な論点および章立てを紹介した後、第 1章は理論的枠組

みを提示する。ここで筆者は理論枠組みの中心となる「レジーム・コンプレックス」の概

念に関する先行研究を検討し、その構成単位である国際レジームの間には 3つの異なる関

係性があることを明らかにする。そもそも、国際関係論におけるレジームは「ある特定問

題領域における原則・規範・規則・手続きの集合」と定義され、一つの問題領域に一つあ

るいは複数のレジームが存在しうることが指摘されている。こと気候変動については統一

的なレジームが存在するのではなく、実に多くのレジームがかかわっているが、それらの

レジームの「緩やかに結合」されている様をコヘインとヴィクターは「気候変動レジーム・

コンプレックス」と形容した。筆者は、一般的に複数レジームの間の関係性には大きく分

けて「入れ子」（垂直分業関係）、「並立」（水平分業関係）、「重複」（権限の重複関係）の 3

種類があり、気候変動レジーム・コンプレックスが基本的には「重複レジーム」の様相を

深めていったことを指摘する。問題は、既存の研究では「重複レジーム」間では競合関係

が生じ、国家による「フォーラム・ショッピング」（自国に最も都合のいいレジームの探索）

あるいは「レジーム・シフティング」（自国に都合の良いようなレジームの創設や変更）な

どの行為を助長させ、その結果、レジーム・コンプレックスの課題解決機能が低下するこ

とが危惧、強調されがちである。本論文はこの論点に異議を唱え、重複レジーム間にも相
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互補完的な関係は構築可能であり、そのような相互補完的な関係が構築されるための要因

として「対処手法の多角化と共有」および「主要大国による決定的役割」の 2つを挙げる。 

 第 2章以降では国連の枠組み内外での温室効果ガス排出削減問題をめぐる多国間交渉の

実証分析がなされている。まず、第 2 章はコペンハーゲン会議以前の時期、具体的には、

2005 年のモントリオール会議（COP11）から 2007 年のバリ会議（COP13）に至るまで

の国連の枠組み内での交渉過程を追うとともに、同時期に国連外で気候変動を扱うフォー

ラム（場）が急増した事実を明らかにする。主要八カ国首脳会議（G8）のように、既存の

フォーラムにおいて気候変動が本格的に取り上げられるようになった場合もある一方で、

全く新規に立ち上げられたものもある。特に、後者の例としては米国が中心になって立ち

上げられた、エネルギー安全保障と気候変動に関する主要経済国会合（MEM、後のMEF）、

クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（APP）などが含まれる。こ

のような米国の動きに対し、当時、途上国の間では、米国に都合のよいレジーム形成―即

ち、「レジーム・シフティング」や「フォーラム・ショッピング」―なのではないかという

不信感が増大した。しかし、筆者によれば、これらの動きのより積極的な面として、それ

まで極度に温室効果ガス削減目標だけが強調されるきらいがあった多国間交渉で、その目

標と連動したより広範な妥協点を模索する動きが少しずつ生まれ、それが筆者のいう「対

処手法の多角化と共有」につながったと主張されている。 

 第 3章では、コペンハーゲン会議（COP15）に至るまでの交渉と当該会議の「失敗」お

よびその後の国連内外での交渉と合意形成の過程が詳述される。コペンハーゲン会議に至

るまでの交渉過程では、先進国と途上国との対立が一層先鋭化し、コペンハーゲン会議で

は欧州連合（EU）が中心になって作成した協定原案を採択できない事態に陥った。この

ため一般的にはコペンハーゲン会議は「失敗」であったとみなされている。しかし、筆者

によれば、「コペンハーゲン協定」は全体会議によりテークノート（「留意」）されており、

完全に否定されているわけでないこと、それまでの国連外の交渉で合意が浮上しつつあっ

たすべての妥協点が含まれていること、そしてその後の国連交渉での合意につながるすべ

ての論点がすでに含まれていたこと、などを勘案すれば必ずしも「失敗」とはいえないと

いう解釈を示すことができる。むしろ、コペンハーゲン会議にいたる各種のフォーラムで

の議論や交渉が、コペンハーゲン会議以降、「カンクン合意」、「ダーバン合意」、「ドーハ・

クライメイト・ゲートウェイ」などの合意に至る素地を形成したという理解のもと、筆者

はその経緯と内容を詳しく分析している。 

 第 4章は、筆者が「主要大国」とよぶ米中二カ国間の温室効果ガス排出問題に関連した

交渉の過程と成果が分析されている。この両国は現在、世界最大の温室効果ガスの排出国

であり、その意味で「主要大国」と呼ぶことができる。加えて、周知の通り、米国は京都

議定書の署名国であるにもかかわらず、中国・インドの「実質的不参加」（温室効果ガス排

出削減義務がないこと）を理由に 2001 年に同議定書を批准しない方針を明確にし、それ
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以降、気候変動問題には後ろ向きの態度をとったとされる。また中国も自国の経済発展を

優先させ、温室効果ガスの排出削減あるいは抑制には消極的であった。しかし筆者はこの

主要大国の態度に少しずつ変化が見られるようになった過程を実証している。具体的には

ブッシュ（子）政権時代に開始された米中戦略経済対話（SED）とオバマ政権の米中戦略・

経済対話（S&ED）の場を通して、個別の環境問題について漸次、二国間協力の取り組み

が蓄積されつつあること、その結果として、今日では両国間で気候変動を最優先課題とし

て取り組むことが合意されていることなどを明らかにしている。このような交流を背景に、

両国は気候変動問題で態度を軟化させ、コペンハーゲン会議以降の各種合意に「決定的役

割」を果たすようになったと、筆者は主張している。 

最後に第 5章（終章）は、論文全体の論旨を総括し、それが第 1章に示された理論的含

意と整合的であることを再確認するとともに、今後の課題について考察している。 

 

以下、本論文の評価に移る。本論文には、以下のような 3つの長所があると考えられる。 

第 1に、理論的な独創性を挙げることができる。筆者は、レジーム・コンプレックスと

いうこれまではあまり使用されてこなかった新規の概念をポスト京都レジーム交渉に適用

し、その構造を「入れ子」「並立」「重複」に分類した。とりわけ「重複」の関係にあるレ

ジーム間では国家の「フォーラム・ショッピング」や「レジーム・シフティング」が起こ

りやすいことは先行研究でも指摘されている点であるが、筆者は、これに異議を唱え、「重

複」レジーム間でもある一定の条件の下では、補完関係が構築されうることを、ポスト京

都議定書交渉を題材にして明らかにした。筆者は、この独創的な主張が成立する条件につ

いても、踏み込んで帰納的に解明している。 

第 2に、実証研究の新規性と包括性を挙げることができる。これまでにも京都議定書の

交渉過程についてはさまざまな研究が行われてきているが、ポスト京都議定書交渉につい

ては、あまり体系的研究は行われていない。筆者は過去数年間 NGO（非政府組織）代表

として、COP交渉にオブザーバー参加をし、各国の交渉担当者に対して聞き取り調査を行

ってきた。そうした参与観察の成果も含めて、ポスト京都議定書交渉がきわめて克明に、

臨場感を持って描かれている。しかも、レジーム・コンプレックスの視点を生かして、単

に国連の枠組み内で行われている交渉の内容や成果だけでなく、国連外の交渉にも十分目

配りしている。このような包括的実証研究はこれまで行われてきてはいない。 

第 3に、上記の理論と実証結果を根拠として、通説的理解とはまったく異なる結論に到

達している点も注目できよう。当初、コヘインとヴィクターにより「気候変動レジーム・

コンプレックス」の概念が提出された際には、統一的レジームを構築する現実性がきわめ

て低いなかでの「次善の策」としての位置づけが与えられていたにすぎなかった。しかし

筆者は、それを構成する多数のレジーム間の連携関係が単に理論的に可能であるだけでな

く、現に構築されつつあり、そのための条件が整いつつあることをも実証している。これ
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により、悲観論に傾きがちな気候変動政策論に一石を投じている。 

 他方、本論文にも今後の課題と思われる箇所がないわけではない。 

 第 1に、主要国（米中両国）の政策の変化に注目しているにもかかわらず、これら主要

国の政策変化がなぜ起きたのかについて、詳細に分析するまでには至っていない。中国に

ついては、資料的限界もあって、この問いに十分答えることは事実上不可能であるとして

も、米国についてはすでにブッシュ政権やオバマ政権に係っていた関係者の回想録なども

順次出版されており、それらを相互参照することにより、議論をより説得的に展開するこ

とも可能であったと思われる。 

第 2に、重複レジーム間の相互補完関係を促す要因として「手法の多様化と共有」およ

び「主要国の決定的役割」が強調されているのであるが、これらはこの事例から帰納的に

得られた結果であり、その論理構造は必ずしも明らかではない。しかし考えようによって

はより演繹的にこれらの要因を導出することは可能であったようにも考えられる。例えば、

前者に関しては、コヘインの機能主義的レジーム論に依拠して解釈すれば、各種のフォー

ラムでの多様な対処手法をめぐる議論や交渉の進展が、レジーム・コンプレックスの取引

費用の削減の一手段となったと考えることもできる。また後者についても、米国と中国に

よる、それぞれ先進国と途上国の代表としてのパワー・ポリティクスの一環と解釈するこ

とも可能である。 

第 3に、上記の点とも関連するが、コペンハーゲン会議以降の交渉がそれまで以上に順

調に進んでいった要因として、レジーム・コンプレックスの重複レジームでのさまざまな

議論や交渉の結果、温室効果ガス排出抑制の約束の見返りとして、先進国から途上国への

財政支援などが議題にのぼり、そのことが、合意の誘因として重要であった考えることも

できる。レジーム・コンプレックスの肯定的・機能的作用を論じるにあたって、この点に

ついてもっと掘り下げて検討すれば筆者の立論がより強固になったであろうと思われる。 

 とはいえ、第 1の点については主に現時点での資料的限界によるものであり、また第 2、

第 3の点については今後筆者が理論家として飛躍を遂げるための課題と位置付けることも

可能である。 

 

以上から、本論文は、その筆者が自立した研究者として高度な研究能力を有することを

示すものであることはもとより、学界の発展に大きく貢献する特に優秀な論文であり、本

論文は博士（法学）の学位を授与するにふさわしいと判定する。 

 

 


